
戦争する法律が 
国会を通っちゃう！

 

 

 

 

 

６月６日強行に採択された『有事関連３法』に引き続き，今国会には『イラク復興
支援特別措置法』が上程されています．この法律は，戦後一度も戦闘によって人を殺した
り殺されたりしたことのなかった自衛隊員が，殺し殺されるという状況におかれることに
なる戦争法です．私たちは集まることによって立法化反対の意思表示をしましょう！！ 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

憲法第九条：1 日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，国権の発動たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛争を解決する手段としては，永久にこれを放棄する。 
２ 前項の目的を達するため，陸海空軍その他の戦力は，これを保持しない。国の交戦権は，これを認めない。 

九条があぶない！三原市民の集い 
代表：池田幸慶 

E-mail :yuuteiku_mihara@yahoo.co.jp 
TEL：0848-63-7798 FAX：0848-64-4730 


